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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７

号）第５条の規定に基づき，平成２７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方

針（平成２７年８月２８日閣議決定。以下「基本方針」という。）に即して，平成

２７年度における裁判所の中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針（以下

「本方針」という。）を以下のように定める。 

 

第１ 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項 

１ 中小企業者・小規模事業向け契約目標 

平成２７年度の裁判所における官公需予算総額に占める中小企業者・小規模

事業向け契約の金額が約１２６億円，比率が約４０.３％になるように努める

ものとする。 

２ 新規中小企業者向け契約目標 

上記の中小企業者・小規模事業向け契約金額のうち，新規中小企業者の契約

比率については，平成２６年度における裁判所の官公需契約実績約４７７億円

の０．２％程度と推計されることを踏まえ（注），平成２９年度までに倍増の

水準となることを目標として，新規中小企業者の受注の機会の増大に努めるも

のとする。 

  （注）平成２６年度上半期の官公需の契約データに基づき，中小企業庁が民間

調査機関に委託した調査の結果得られた推計である。 

 

第２ 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項 

中小企業者の受注の機会の増大を図るため，基本方針に即すとともに，次の



とおり取り組む。 

１ 官公需情報の提供の徹底 

   一般競争入札による発注に関連する情報及びそれらに係る落札に関する情報

について，ホームページへの掲載により中小企業者に提供するように努めるも

のとする。 

また，物件等の発注を行う際には，性能，規格等の必要な事項について，仕

様書に明記することにより，中小企業者に対してわかりやすい説明に努めるも

のとする。 

２ 官公需に関する相談体制の整備 

  経理局営繕課，用度課及び管理課の「官公需相談窓口」において，中小企業

者からの官公需相談に適切に応じ，官公需情報，入札に関する参加資格登録な

どの情報を提供するなど，相談者に対する必要な指導に努めるものとする。 

３ 一括調達，共同調達における事例の活用 

   一括調達，共同調達を行う際には，経済合理性等に留意しつつ，適切な品目

分類，配送エリアなどについて中小企業庁がまとめている事例を参考として活

用する。 

４ 一般競争入札における下位等級者の参加への配慮 

一般競争入札による競争参加資格の設定に際しては，当該競争に係る物品の

製造，物品の販売又は役務の提供等と同等以上の仕様の物品の製造，物品の販

売又は役務の提供等をした実績を証明できる者について，下位等級者の競争参

加が可能となるよう，弾力的な運用に努めるものとする。 

 

第３ 新規中小企業者及び組合の活用に関する事項 



新規中小企業者及び組合の活用のために講ずる措置については，上記第２の

取組みに加え，次のとおり取り組む。 

１ 新規中小企業者からの相談における対応 

「官公需相談窓口」における新規中小企業者からの相談に対しては，独立行

政法人中小企業基盤整備機構が運営する「ここから調達サイト」への登録を促

すものとする。 

２ 「ここから調達サイト」の活用による調達の推進 

少額随意契約を行う際には，見積先が固定しないよう，「ここから調達サイ

ト」の情報などを活用し，国等からの調達実績の少ない新規中小企業者も見積

先に含めるよう努めるものとする。 

 ３ 官公需適格組合についての周知 

   経理局営繕課，用度課及び管理課において，官公需適格組合制度の一層の周

知を図るものとする。 

 

第４ 上記第１ないし第３に掲げるもののほか，中小企業者の受注の機会の増大に

関し必要な事項 

１ 本方針の適用範囲 

本方針は，最高裁判所に適用する。 

２ 中小企業者の受注の機会の増大のための推進体制 

中小企業者の受注の機会の増大のため，最高裁判所事務総局経理局長の下に，

経理局営繕課長，用度課長及び管理課長を構成員とする推進体制を設け，上記

第１の目標達成に向けて，調達の現状を踏まえ，実績の向上を図るために有益

な情報及び取組事例を共有するとともに，必要に応じて，改善策を協議する。 


